
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
は
、
本
法
の
施
行
後
、
当
分
の
間
、
一
年
ご
と
に
、
国
境
を
越
え
た
子
の
連
れ
去
り
事
案
の
実
態
及
び
本
法
の
運
用
実

態
を
調
査
、
検
証
し
、
そ
の
内
容
を
国
会
に
報
告
す
る
と
と
も
に
公
表
す
る
こ
と
。
ま
た
、
本
法
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し

て
、
本
法
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


